
地域内交通の取組について
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Ⅰ 宇都宮市について

宇都宮市の位置
• 人口 約52万人

• 面積 約416ｋ㎡

• 関東平野の北端，
栃木県の中央部に
位置する

• 市街地を中心に平
坦地が広がる
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東北新幹線とＪＲ宇都宮

線が南北を貫き，南西方

面にはＪＲ日光線と東武

宇都宮線が通るなど交

通の要衝

■鉄道ネットワーク

■バスネットワーク

ＪＲ宇都宮駅を中心に放

射状に伸びる幹線道路

に沿って，バスネットワー

クが形成

凡 例

バス路線

鉄道

宇都宮市の交通ネットワーク
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※可住地面積：山林，原野，河川等を除く面積

・公共交通空白地域は可住地面積で約６割
・市民の約３３％（約１７万人）が居住

<宇都宮市の公共交通サービスに関する定義>

公共交通空白地域：鉄道駅から半径1,500ｍ，バス停から半径250ｍ

以遠の区域

公共交通不便地域：公共交通空白地域ではないがオフピークの公

共交通の運行本数が２本／時未満の公共交通

の利用が不便な地域

67%

38%

33%

62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人口

可住地

面 積

公共交通カバー圏域

公共交通空白地域

図 市街化区域における公共交通空白地域の状況

公共交通空白地域の存在
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① 基幹・幹線公共交通ネットワークの構築

→鉄道・東西基幹公共交通（ＬＲＴ）・主要

バス路線

② 基幹・幹線公共交通ネットワークを補完

する公共交通の整備

→ミニバス・地域内交通（乗合タクシー）

③ 交通結節点の機能強化による乗継円滑

化，駐輪場整備等によるアクセス圏域の

拡大

図 目標とする将来の公共交通ネットワーク

Ⅱ 宇都宮市が目指す公共交通ネットワーク
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少子・超高齢，人口減少社会において課題は深刻化

現在の宇都宮市

公共交通

利用者の
減少

自動車

利用者の
増加

公共交通の

サービス水準

の減少

公共交通の

収益の悪化

公共交通の衰退の

負のスパイラル
人口の拡散

拡散型

都市構造への

負のスパイラル

＜まちづくり上の課題＞

・中心市街地の活力低下

・行政コストの増大

（＝市民の負担増）

＜交通の課題＞

・交通渋滞の発生

・環境負荷の増大

・車を利用できない人の

移動の自由度の低下

現況及び将来において懸念される課題の改善

目指すべき将来像

・サービス水準の向上を軸とした公共交通の正のスパイラルへ

の転換



銀行
郵便局

病院

スーパー

地域内交通
の確保

バス路線の維持

交通結節点
(バス停や駅)
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Ⅲ 「地域内交通の導入」について

１．タクシー車両などを活用し，公共交通空白・不便地域などにおける，地域住民の

日常生活の移動手段を確保する

２．既存公共交通との役割分担を踏まえ，運行エリアは原則として地域内とし，鉄道

駅やバス停留所に結節することで，地区外への移動環境を確保する

３．検討段階から実際の導入に至るまで，地域住民による運営組織が主体となり、

市や事業者と連携しながら取り組む

地域内交通
バス路線

● コンセプト



郊外部１３地区で導入を推進

⇒12地区13路線で
運行開始

清原さきがけ号（ジャンボタクシー）

よこかわいきいき号（ＵＤタクシー）

● 本市の導入状況

【わくわくとみや号】

試験運行:H24.11～

本格運行:H25.11～

【篠井はるな号】

試験運行:H23.11～

本格運行:H24.11～

【くにもとふれあい号】

試験運行:H23.10～

本格運行:H24.10～

【さぎそう河内号】

試験運行:H26.2～

本格運行:H27.4～

【かみかわち愛のりユッピー号】

試験運行:H25.10～

本格運行:H26.10～

【古賀志孝子号】

試験運行:H22.12～

本格運行:H23.12～

【よこかわいきいき号】

試験運行:H24.12～

本格運行:H25.12～

【おでかけちゅんちゅん号】

試験運行:H25.9～

本格運行:H26.10～ 8

【みずほの愛のり号】

試験運行:H23.3～

本格運行:H24.4～

【清原さきがけ号】

試験運行:H20.1～

本格運行:H20.8～

【板戸のぞみ号】

試験運行:H21.4～

本格運行:H22.4～

【とよさとまほろば号】

試験運行:H28.3～

【ひらり号】

試験運行:H28.3～



・ 地域内交通の継続的な運行には，地域住民が自ら守り，

育てることが不可欠であり，市民の主体性が必要

→ 検討から運営に至るまで，地域が主体となり，市や事業者

と連携しながら取り組む

地
域
に
密
着
し
た

移
動
手
段
の
確
保

地域特性や住民ﾆｰｽﾞなど
きめ細やかな意向把握，
反映が必要となる

継続的な運行には，自分
たちで支えるマイバス意識
が必要となる

地
域
主
体
の
検
討
・
運
営

● 検討主体と役割分担（その１）
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・運行計画検討
・運行内容の周知
・利用促進策の取組
・地域支援金の確保 など

地域

・地区説明会，勉強会の開催
・運行計画検討支援
・関係機関との協議・調整
・運行経費等の支援

行政

・運行サービスの提供
・予約受付
・国への許可申請
・利用状況の分析 など３者の協働による

持続可能な地域内交通の実現

運行計画調整

運行委託安全な運行

技術的・財政的支援

● 検討主体と役割分担（その２）

交通事業者
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運行経費

（運行委託料） 市補助金

目標とする補助率＝運行経費の２／３

※ 補助率が運行経費の２／３を超えた部分についても，運行の改
善を図りながら継続的に支援する。

（割合）

約33％

約67％

● 運行経費の負担割合

運賃収入

公共交通ネットワーク 主体 市の役割 備考

鉄道やＬＲＴなどの基幹公共交通 市 公設型上下分離方式 鉄道は鉄道事業者

幹線・支線バス路線 民間 赤字バス路線の補助

地域内交通などのﾌｨｰﾀﾞｰ系統路線 地域 欠損額の補助

自治会支援金等

企業協賛金

◇本市における費用負担の考え方
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（１）定時定路型

路線と通過時刻を定め

た運行（路線バスと同
じ。）

（２）デマンド型

路線は定めず，予約状

況に応じ，経路を定めて
運行

・一般的に，住宅が密集した地域に適した運行形態

・停留所までの移動が必要

・決まった時間に決まったルートを運行するため，時
間どおりに目的地に到着することが可能

・一般的に，集落が点在した地域に適した運行形態

・運行するエリアと目的施設をあらかじめ設定。特定
のルートは持たず，予約に応じてルートを設定，運行

・自宅から目的地，目的地から自宅へのドア・ツー・ド
アの送迎

● 地域内交通の種類と特徴
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（地域特性）

（乗車方法）

図１：定時定路方式イメージ図

（地域特性）

（乗車方法）

×

病院に

行きたい！ 買 物 に 行
きたい！

病院に

行きたい！

×

×

図２：デマンド方式イメージ図

● イメージ図
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● 地域内交通のポイント

■目的施設の設定

・ 地域における日常生活の移動手段の確保

→既存の公共交通との競合を避けるため，原則として地域内において,

目的施設を設定

→鉄道駅やバス停留所などに結節することで，地区外への移動環境を

確保

■運賃設定

・ 利用者の過大な負担とならない運賃

・ 既存の路線バスやタクシーへの配慮

・ 他市事例を参考

→運賃は1回の乗車につき１５０円（定時定路型），３００円（デマンド型）

の均一性を基本とする

■運行便数の設定

・ 利便性の確保と運行の効率化

→1時間に1便の運行を原則とする
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■運行主体
きよはら地域内公共交通運営
協議会

■運行形態
定時定路方式（1周約22km）
（タクシー事業者へ運行委託）

■料金
1回150円

（未就学児無料）

■便数
1日7便 毎日運行

■運行車両
ジャンボタクシー１台（9人乗）

■運行主体
きよはら地域内公共交通運営
協議会

■運行形態
定時定路方式（1周約22km）
（タクシー事業者へ運行委託）

■料金
1回150円

（未就学児無料）

■便数
1日7便 毎日運行

■運行車両
ジャンボタクシー１台（9人乗）

① 清原さきがけ号（運行概要）

● 具体的な取組事例（定時定路型）
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■運行主体
瑞穂野地区公共交通委員会

■運行形態
デマンド方式
（タクシー事業者へ運行委託）

■料金
1回３00円（雀宮駅は500円）
（小学生半額，未就学児無料）

■便数
１日10便 月～土曜日運行
（午前８時発～午後５時発）

■運行車両
ＵＤタクシー１台
セダンタクシー1台

■運行主体
瑞穂野地区公共交通委員会

■運行形態
デマンド方式
（タクシー事業者へ運行委託）

■料金
1回３00円（雀宮駅は500円）
（小学生半額，未就学児無料）

■便数
１日10便 月～土曜日運行
（午前８時発～午後５時発）

■運行車両
ＵＤタクシー１台
セダンタクシー1台

みずほの愛のり号 運行エリア図

① みずほの愛のり号（運行概要）

鉄道駅との接続
路線バスとの接続

● 具体的な取組事例（デマンド型）



● 地域内交通の推進に向けた今後の課題

■地域間等の連携

・地区外の目的施設など広域的な移動ニーズが高まってきている中で，

更なる利便性向上に向けて，地域間の連携やバス路線との連携を

図っていく必要がある

■持続可能な運営体制

・利用者が減少傾向にある地区や収支率の改善が必要な地区などに

おいて，運行診断や利用促進策を活用しながら，更なる運行の効率化

や利用者の増加を図っていく必要がある

■導入地区の拡大

・一部区域が先行して導入している地区について，未導入区域住民の

日常生活の移動手段を確保するため，導入区域の拡大を図っていく

必要がある
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● ＰＤＣＡサイクルによる運行改善
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● ユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシーの導入促進

■「人にやさしいバス等導入促進補助金」の拡充

補助メニューを拡充することで，
地域内交通へのＵＤタクシー導入
に対する支援を実施（H26年度～）

地域内交通へ
のＵＤタクシー
車両導入

【補助率等】

・車両本体購入費又は改造費に

要する経費の１／３

（上限額：１台あたり４０万円）

※平成２６年度決算額

１，６００千円（４０万円×４台）

国庫
補助

宇都宮市
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そこは、行けば行くほど発見がある街。

ちょっとシャイだけど、オモシロイ人であふれた街。

ビミョーなところが、ゼツミョーに心地よい街。

来て楽しい、食べて楽しい。そして、住めばもっと楽しい街。

宇都宮が大切にしたいこと、それは日々の暮らしの豊かさ。

１００年先も宇都宮を訪れる人が、住みたいと思える街になるために、

そんな愛すべき宇都宮らしさを、もっともっと。
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